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重大事態発生時の対応図 

 

 

 

 

いじめ防止対策委員会が         法第 31条 

重大事態と判断した場合           

 

    ※いじめにより本校に在籍する生徒 

の生命、心身又は財産に重大な被害 

が生じた疑いがあると認めるとき 

 

 

                       法第 28条 

         重大事態調査委員会 

（委 員） 

  いじめ防止対策委員、弁護士や精神 

  科医、学識経験者、心理や福祉の専    

門家等の専門的知識及び経験を有す         法第 31条 

る者                                   

 

 

再調査委員会 

（委 員） 

  弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的知識

を有する者、当該いじめ事案の第三者 
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